
規

則 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
中
「
教
育
職
員
等
」
を
「
教
育
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

 

一 

教
育
職
員
（
条
例
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
教
育
職
員
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
号
に
掲

げ
る
者
以
外
の
者 

 

第
二
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
で
あ
る
学
校
職
員
の
う
ち
、
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
学
校
職
員
そ
の
他
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
配
慮
を
必
要

と
す
る
者
と
し
て
教
育
委
員
会
（
条
例
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は
埼

玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
学

校
職
員
に
つ
い
て
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
認
め
る
学
校
職
員 

 

第
二
条
の
二
第
二
項
中
「
第
二
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
三
中
「
（
条
例
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は
埼
玉
県
教
育
委
員

会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は

市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
六
時
間
」
を
「
四
時
間
三
十
分
」
に
、
「
以
下
こ
の
条
」
を

「
第
四
号
」
に
改
め
、
「
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
午
前

九
時
」
を
「
午
前
十
時
」
に
、
「
午
後
三
時
四
十
五
分
」
を
「
午
後
三
時
十
五
分
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

第
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
区
分
期
間
（
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
を
含
む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
（
休
日
等
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
四
時
間
三
十
分
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
特
例
対
象
日
に

つ
い
て
は
、
第
二
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
。 



 

第
二
条
の
四
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
、

「
及
び
第
二
号
又
は
前
項
第
一
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及

び
第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項

中
「
又
は
第
二
項
第
二
号
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
五
第
三
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
県
立
学
校
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
） 

第
五
条
の
四 

県
教
育
委
員
会
は
、
県
立
学
校
教
育
職
員
（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
健
康
及
び
福
祉
の

確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す
る
よ
う
、
県
立
学
校
教
育
職

員
が
業
務
を
行
う
時
間
（
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
指
針
に
規
定
す
る
在
校
等
時

間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
所
定
の
勤
務
時
間
（
学
校
職
員
の
休
日
に

お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
（
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
学
校
職
員
の
休
日
の
代
休
（
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
代
休
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
指
定
さ
れ
た
正
規
の
勤
務
時
間
を
除
く
。
）
及
び

学
校
職
員
の
休
日
の
代
休
と
し
て
指
定
さ
れ
た
正
規
の
勤
務
時
間
を
除
い
た
正
規
の
勤
務
時
間

を
い
う
。
）
を
除
い
た
時
間
を
次
に
掲
げ
る
時
間
の
上
限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
、
県
立
学
校

教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
を
行
う
。 

 

一 

一
箇
月
に
お
い
て
四
十
五
時
間 

 

二 

一
年
に
お
い
て
三
百
六
十
時
間 

２ 

県
教
育
委
員
会
は
、
県
立
学
校
教
育
職
員
が
児
童
生
徒
等
に
係
る
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
業
務
量
の
大
幅
な
増
加
等
に
伴
い
、
一
時
的
又
は
突
発
的
に
所
定
の
勤
務
時
間
外
に
業

務
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
立
学
校
教
育
職
員
が

業
務
を
行
う
時
間
か
ら
所
定
の
勤
務
時
間
を
除
い
た
時
間
を
次
に
掲
げ
る
時
間
及
び
月
数
の
上

限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
、
県
立
学
校
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
を
行
う
。 

 

一 

一
箇
月
に
お
い
て
百
時
間
未
満 

 

二 

一
年
に
お
い
て
七
百
二
十
時
間 

 

三 

一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、

四
箇
月
及
び
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
一
箇
月
当
た
り
の
平
均

時
間
に
つ
い
て
八
十
時
間 

 

四 

一
年
の
う
ち
一
箇
月
に
お
い
て
所
定
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
四
十
五
時
間
を



超
え
て
業
務
を
行
う
月
数
に
つ
い
て
六
箇
月 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
立
学
校
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
県

立
学
校
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
県
教

育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 

第
六
条
の
三
第
二
項
中
「
（
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
代
休
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
、

「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二
十
九
時
間
以
上
の
非
常
勤
の
学
校

職
員
に
あ
っ
て
は
一
の
年
度
に
お
い
て
十
日
の
範
囲
内
の
期
間
と
し
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二

十
九
時
間
未
満
の
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
一
の
年
度
に
お
い
て
週
所
定
勤
務
日
数
（
週

以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
非
常
勤
の
学
校

職
員
に
あ
っ
て
は
一
の
年
度
の
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
）
に
応
じ
て
十
日
の
範
囲
内

で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
期
間
」
を
「
一
の
年
度
に
お
い
て
連
続
し
て
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
」

に
改
め
、
同
条
中
第
九
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
五
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

６ 

第
十
一
条
第
二
項
、
第
三
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
四
項
並
び
に
第
五
項
た
だ
し
書
の
規

定
は
、
第
三
項
第
一
号
の
休
暇
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第
三
項
第
四
号
及

び
第
五
号
の
規
定
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
準
用
し
な
い
。 

７ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
条
件
付
採
用
の
期
間
中
の
非
常
勤
の
学
校
職
員
が

第
三
項
第
一
号
の
休
暇
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号

中
「
一
の
年
度
に
お
い
て
連
続
し
て
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
療
養

に
必
要
な
期
間
」
と
す
る
。 

８ 

非
常
勤
の
学
校
職
員
（
前
項
に
規
定
す
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
を
除
く
。
）
が
定
期
的
に
通

院
加
療
を
行
う
こ
と
が
医
学
的
に
み
て
明
ら
か
に
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
で
断
続
的
に
病
気

休
暇
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
き
、
県
教
育
委
員
会
が
そ
の
療
養
を
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
け

る
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
一
の
年
度
に
お
い
て
連
続
し
て
九

十
日
を
超
え
な
い
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
療
養
に
必
要
な
期
間
」
と
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
特
別
の
事
情
を
有
す
る
場
合
の
特
例
） 

第
二
十
三
条 

県
教
育
委
員
会
は
、
職
務
の
特
殊
性
等
に
よ
り
、
第
二
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

定
に
よ
り
難
い
場
合
に
お
け
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
に
つ
い
て
は
、
別

に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 



１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
勤
務

時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  


